
重点的な取組、共通的な取組

（原則、定量的に記載）
目標達成
予定時期

○ 情報システム調達の改善

・情報システム調達については、
当委員会内の情報システムに関
する調整、予算、調達等を統括す
る全体管理組織（以下「ＰＭＯ」とい
う。）が積極的に関与して、調達の
仕様及び方式を検討するとともに、
事業者からの提案や積算内容を
評価することによって、調達方法の
改善策を講じていく。
・また、予算要求段階から、ＰＭＯ
が重複投資の排除や機能の統廃
合等の調整を行う。

A R４

情報システム調達に関する
予算要求から調達までの一
連の流れにおいて、ＰＭＯ
の当委員会内へのガバナ
ンスを強化することにより、
契約方式や調達価格の適
正性を確保する。

Ｒ８年度末

【競争性の確保などに向けた取
組】
・公告期間を十分に確保する。
・案件ごとに仕様書の内容を検証
し、履行期間を十分に確保するとと
もに、必要に応じて仕様書で示す
条件等を変更する。
・これまで競争性のない随意契約
を行っていた案件については、入
札可能性を検討するため公募手
続も積極的に採用する。

前年度と比較可能な入札案
件について、新規事業者が
応札する案件の割合を増加
させるよう努める。

【一者応札案件等の改善に向けた
取組】
・前回一者応札となった案件につ
いて、チェックリストを活用した事前
審査を行う。
・今回一者応札になった案件につ
いて、入札不参加事業者からヒア
リングを行い、要因を分析する。
・継続して一者応札となった案件
及び再度一者応札となった案件に
ついては、契約監視委員会に諮
り、当該委員会の知見を活用して
事後審査を行う。

前回一者応札となった事情
を分析し、適切な対策を講
じることで、競争契約におけ
る一者応札の割合の減少
を目指す。

【不落・不調となった個別案件の要
因分析】
・不落・不調となった案件について
は、入札参加業者からヒアリングを
行って要因を分析し、必要に応じ
て仕様書で示す条件等を変更す
る。

Ｒ６
不落・不調となった案件に
ついては、要因を分析して
再発を防止する。

【調達環境の変化や政府目標を踏
まえた取組】
・現下の原材料費、エネルギーコ
ストや労務費の上昇といった社会・
経済情勢を踏まえて、複数の事業
者から見積書を徴取するなどして
適切な予定価格の設定を行う。

Ｒ８
適切な予定価格を設定する
ことにより、不落となる案件
の発生の防止に努める。

○

【政府電子調達システムの利用促
進】
・入札実施、契約書作成等に
GEPS（電子調達システム）を活用
する。
・地方事務所で実施する入札案件
も電子化を推進する。
・原則電子入札によることを入札
公告に記載するとともに、紙入札を
希望する事業者に対しては、希望
理由を書類で提出してもらうなど電
子入札を積極的に推進する。
・事業者に対して電子契約を働き
かける。
・見積書、請書、請求書等の電子
メールによる提出を可能とし、書面
により提出される場合も押印は不
要とする。

A R４
調達手続の電子化を推進
し、電子入札率及び電子契
約率を上昇させる。

Ｒ８年度末

○

【調達事務の効率化・簡素化（AI、
RPA等の活用）】
・独自に開発したプログラムを活用
し、入札関連書類を作成するほ
か、契約及び支払に関する書類の
電子媒体での提出を可能とする。

A Ｒ８
独自に開発したプログラム
を活用して、調達事務の効
率化を進める。

Ｒ８年度末

調達事務のデジタル化の推進

※１　難易度

A＋：効果的な取組
A　：発展的な取組
B　：標準的な取組

●電子入札率、電子契約率の定義は下記のとおりとする（「政府調達(公共事業を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議専門部会（第63回）及
びシステム設計ＷＧ（第84回会合）」（令和７年10月30日デジタル庁)。
電子入札率＝電子入札実施案件数÷開札案件数
・電子入札実施案件数：開札された入札案件のうち、電子入札を行った民側利用者が少なくとも1社存在する開札案件数。（随意契約は含ま
ず。）
・開札案件数：調達実施申請が完了し、入札対象となった案件のうち、電子調達システムにおいて開札が執行された案件数。（随意契約は含ま
ず。）
電子契約率（入札案件）＝（電子契約案件数（入札案件）＋請書省略案件数（入札案件））÷開札案件数
・電子契約案件数（入札案件）：契約確定件数のうち、「契約書」または「請書」を、「電子」で実施した案件数。（随意契約は含まず。）
・請書省略案件数（入札案件）：契約確定件数のうち、「請書省略」とした案件数。（随意契約は含まず。）
電子契約率（全案件）＝（電子契約案件数＋請書省略案件数＋少額物品調達案件件数）÷（調達実施申請件数＋少額物品調達案件数）
・請書省略案件数：契約確定件数のうち、「請書省略」とした案件数。
・少額物品調達案件数：少額物品調達業務において契約締結済となった案件数。
・調達実施申請件数：調達実施案件登録で調達実施申請案件を作成し、決裁まで完了した案件数。（一時保存状態の案件数は含まず。）
※電子契約率（全案件）は、電子調達システムに登録せず、入札から契約までが紙のみで完了する案件は対象外であり、GEPS（少額物品調
達業務も含む）を用いて契約した案件が対象である。
※年度をまたいで入開札・契約が行われる案件がある際などに、電子入札率・電子契約率が100%を超える場合がある。（例：3月に入札公示、
4月に開札の案件）

Ｒ８年度末

Ｈ２５

○ 調達改善に向けた審査・管理の充実 A

令和８年度の調達改善計画

重点的
な取組

共通的
な取組

取組の項目 具体的な取組内容
重点的な取組の
選定理由

難易度
※１

取組の
開始年度

取組の目標

様式１



継続

継続

継続

継続

継続
５　クレジットカード（法人カード）の活用
・　公共料金及び高速料金の支払にクレジット
カードを活用する。

３　契約の事後検証の実施
・　契約監視委員会において、調達の手続、契
約の内容等について外部有識者による検証を
し、指摘事項に基づき調達を改善する。

４　調達事務担当者に対する研修等
・　会計室以外の職員を対象とした研修を行
い、調達事務に関する基礎知識の習得のほ
か、調達改善の取組等を紹介する。
・　調達事務のQ&Aや調達改善の取組に関す
る情報等をイントラネットに掲示し、会計室が把
握した情報を共有する。
・　以上の取組により、組織全体として調達改
善等の意識向上に努める。

その他の取組
調達改善計画

具体的な取組内容
新規
継続
区分

１　オープンカウンター方式の実施
・　費用対効果を考慮した上で、物品購入等に
ついて、オープンカウンター方式による調達を
積極的に実施する。

２　随意契約の事前審査の実施等
・　競争性のない随意契約のうち一定金額以上
のものについては、随意契約審査委員会にお
いて、契約の適否等について事前の審査を実
施する。

様式２
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